
OSS申請継続不可となった場合の対応フロー

令和5年1月4日以降
申請者 運輸支局

①運輸支局へ出頭

②支局職員にOSS申請継続不可となった旨を伝える。
　（OSS番号を連絡）

④車検証の受領。 ③支局職員にて、窓口での車検証の発行。

税窓口
⑤税窓口へ出頭。

⑥紙の税申告書を記載し、税申告を実施。 ⑦通常の窓口申請と同様に、紙の税申告書の審査を実施。

⑨証紙にて税納付。 ⑧審査完了。税額確定。

以降は、各都道府県における窓口申請のフローと同様


